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共同企業体の委任状及び協定書について

 令和６年度まで、共同企業体を形成した際は、参加申込締切日まで
にＪＶ登録完了通知、委任状及び協定書の原本を契約課に提出する
ようにしておりました。

 令和７年度より委任状及び協定書について、電子での提出が可能と
なります。なお、これに伴い、ＪＶ登録完了通知の提出は業者登録
システム上では引き続き提出を促す表示がされるものの、提出は省
略可とします。

令和７年４月１日以降に、共同企業体を形成し電子
入札システムでの入札参加申込を行う場合は、本ガ
イドを参考にして手続きしてください
（従前どおりの手続きも可能です）。



ステップ①委任状及び協定書のデータの作成

委任状及び協定書を紙書面にて作成をお願いします。

（これまでの取扱いと同様です。）

書面には必要箇所に押印もお願いします。

（これまでの取扱いと同様です。）

構成員全員の押印まで完了した「共同企業体
の委任状・協定書」を割印が判別できる状態
でスキャンをし、ＰＤＦ形式のデータ
で用意してください。



ステップ①委任状及び協定書のデータの作成
委任状委任状 協定書（１頁目）協定書（１頁目）

逆に記載しないよう注意してください逆に記載しないよう注意してください



ステップ①委任状及び協定書のデータの作成
協定書（３頁目）協定書（３頁目）協定書（２頁目）協定書（２頁目）

協定書を袋とじしている場合は袋
とじ部分の割印が判別できるよう
にスキャンしてください。



ステップ②電子入札システムでの参加申込

業者登録システムにて、特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）の新規登録申
請を行ってください。登録方法については、「特定ＪＶ新規登録申請について
（操作説明ダイジェスト版）」を参照してください。
※業者登録システムにて特定ＪＶの新規登録申請を行わない案件は、発注
情報詳細にて別途案内します。
ＪＶ登録完了通知を受領後、この業者番号で電子入札システムにログインし、

申し込む案件の「申込書提出」で「提出」を押下します。



ステップ②電子入札システムでの参加申込

「参照ボタン」で、添付したいファイルをお使いのパソコンから選択します。



ステップ②電子入札システムでの参加申込

添付資料ファイルが右側に表示されたことを確認して「添付資料追加」を押下し、
「提出内容確認」押下します。



ステップ②電子入札システムでの参加申込

「提出」ボタンを押下します。



ステップ②電子入札システムでの参加申込

提出が完了したことを確認します。この画面で添付したファイルをプレビューするこ
とはできません。



ステップ③添付資料の確認

調達案件一覧の表示に戻ると、「申込書提出」に「表示」ボタ
ンが出ます。「表示」を押下して、ここで内容を確認します。

契約課では、入札参加申込締切後に提出内容を確認しますが、
この時点で不備があった場合は再提出ができませんので、申込
締切前日までに必ず確認してください。



ステップ③添付資料の確認

添付資料を選択して「表示」を押下すると、添付ファイルが確認
できます。
正しいファイルが添付されているか（案件に誤りはないか、委任
状も協定書もあるか、構成員全員の押印があるものか、割印が判別
できるものか等）を必ず確認してください。



ステップ③添付資料の確認

誤ったファイルを添付していた場合は、発注情報詳細で示す期間内
に契約課へ連絡の上、再提出が必要です（誤ったままですと申込が
成立しません）。
再提出及び窓口対応時間は、発注情報詳細を御確認ください。また、
電子入札システムによる再提出が難しい場合は窓口への持参も可能
です。

再提出連絡を受けた場合、契約課で電子入札システムの再提出認可
処理を行います。再提出された場合、競争入札参加申込書及び添付
資料は新しいものに置き換わり、古いものはシステムから削除され
ますが、再提出をせず申込締切日時を過ぎた場合、添付資料、競争
入札参加申込書は古いままで表示されます。


